
中小企業産業財産権出願等支援事業 

    

    知 的 財 産 権 相 談 会                                    

                                                      （１２回）    
 
   主催：特許庁 

共催：彦根商工会議所 
無 料  

   協力：日本弁理士会近畿支部  実施：（社）発明協会滋賀県支部 
 

 
 開発した技術・商品の「特許・商標等の取得」はもちろん、自社技術・商品の名称や役
務（サービス）名が「知らない間に他社の権利を侵害してしまった」、「模倣品・海賊版
に真似されてしまった」など、今や業界業種を問わず知的財産権ぬきでは経営が考えられ
ない時代がやってきました。 
  （社）発明協会滋賀県支部が実施する中小企業産業財産権出願等支援事業では、専門の
弁理士が知財に関するご相談に応じることで、皆さんの経営をバックアップします。 
 
 
■日程 原則として毎月第２木曜日 １３時３０分～、１４時３０分～、１５時３０分～ 
                 （相談時間：一社約５０分、完全事前予約制） 
 

    回    日    時 担当弁理士 

    第１回        ４月０９日（木）         森岡弁理士       
    第２回        ５月１４日（木）         中越弁理士       
    第３回        ６月１１日（木）         居藤弁理士       
    第４回        ７月０９日（木）         森岡弁理士       
    第５回        ８月０６日（木）         藤河弁理士       
    第６回        ９月１０日（木）         居藤弁理士       
    第７回      １０月０８日（木）         小俣弁理士       
    第８回      １１月１２日（木）         藤河弁理士       
    第９回      １２月１０日（木）         居藤弁理士   
    第10回        １月１４日（木）         中越弁理士   
    第11回        ２月０４日（木）         櫻井弁理士   
    第12回        ３月１１日（木）         岸本弁理士  

 
■ 問合わせ、および申込先                                                       
          彦根商工会議所  電話 ０７４９－２２－４５５１                         
                         F A X   ０７４９－２６－２７３０ 
              

◇相談希望日時（○で囲んでください） 
 ① ４／０９、② ５／１４、 ③ ６／１１、④７／０９、⑤８／０６、⑥９／１０ 
  ⑦１０／０８、⑧１１／１２、 ⑨１２／１０、⑩１／１４、⑪２／０４、⑫３／１１ 
 １３時３０分   ・１４時３０分   ・１５時３０分 
 

◇貴社名 
 
 

◇住 所 
◇電 話                                ◇ＦＡＸ 
 

◇参加者ご芳名 
 
 

※ 申込み確認後、日時等の確認の電話を入れますので、必ず電話番号・参加者の記入をお願いします。 
※ お申込みに際し、ご提供頂きました個人情報は、本講習・指導相談会等への申込みの確認及び特許庁

・（社）発明協会が行う各種講習会・セミナー等のご案内に利用させて頂く場合があります。 


